
 

 

 

議会運営委員会次第 

 

日 時 令和６年６月２６日（水） 

午前１０時開議 

場 所 第３・４委員会室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）令和６年第２回定例会の運営について 

ア 議事日程について 

イ 請願・陳情の採決方法について 

ウ 追加議案について 

エ 意見書の取り扱いについて 

オ 本日の本会議開会前の日程について 

（２）本会議における休憩動議の取り扱いについて 

（３）その他 

ア 令和６年第３回定例会の会期日程について 

イ その他 

 

３ 閉会 
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令和６年流山市議会第２回定例会日程表（第６号）  

 

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ６ 日  

午 後 １ 時 開 議  

 

第１  議案第３２号  専決処分の承認を求めることについて（令和６年度

流山市一般会計補正予算（第１号））  

議案第３３号  令和６年度流山市一般会計補正予算（第２号）  

議案第３４号  流山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

議案第３５号  専決処分の承認を求めることについて（流山市税条

例の一部を改正する条例）  

議案第３６号  専決処分の承認を求めることについて（流山市都市

計画税条例の一部を改正する条例）  

議案第３７号  流山市南流山駅周辺地区まちなみづくりの促進に関

する条例の制定について  

議案第３８号  市道路線の認定について  

議案第３９号  市道路線の廃止について  

議案第４０号  常磐線北小金・南柏間名都借跨線橋の道路拡幅改良

工事の施行の委託に関する協定の変更について  

請願第  １  号  高齢者の補聴器購入費助成を求める請願書  

陳情第  ４  号  運河駅西口周辺歩道の危険個所解消への陳情書  

陳情第  ５  号  流山市における公立幼児教育施設の存続を求める陳

情書  

（委員長報告・質疑・討論・採決）  

 

第２  議案第４１号  人権擁護委員の推薦について  

（議案上程・提案理由説明・採決）  

 

第３  発議第１１号  東葛北部地域における周産期医療体制の拡充を求め

る意見書について  
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   発議第１２号  東葛北部地域における小児救急体制の拡充を求める

意見書について  

発議第１３号  生活保護制度を改善し、酷暑から命と健康を守る取

り組みを求める意見書について  

発議第１４号  有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）対策の推進を求める

意見書について  

発議第１５号  ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求める意見書

について  

（議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決）  

 

第４  所管事務の継続調査について  
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令和６年流山市議会第２回定例会 

 

 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 山 市 議 会 
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令和６年６月２０日  

 

 

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  

 

総務委員長  中川  弘      

 

総 務 委 員 会 審 査 報 告 書 

令和６年流山市議会第２回定例会において、本委員会に付託された事件は、

審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告

します。  

記 

番 号 件 名 審査結果 備 考 

議 案 第 ３ ２ 号  
専決処分の承認を求めることについて（令和

６年度流山市一般会計補正予算（第１号）） 
承 認  全会一致  

議 案 第 ３ ３ 号  
令和６年度流山市一般会計補正予算

（第２号）  
可 決  ５ 対 １  

議 案 第 ３ ４ 号  
流山市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について  
可 決  全会一致  

議 案 第 ３ ５ 号  

専決処分の承認を求めることについて

（流山市税条例の一部を改正する条

例）  

承 認  全会一致  

議 案 第 ３ ６ 号  

専決処分の承認を求めることについて

（流山市都市計画税条例の一部を改正

する条例）  

承 認  全会一致  
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令和６年６月１７日  

 

 

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  

 

教育福祉委員長  楠山  栄子      

 

教 育 福 祉 委 員 会 審 査 報 告 書 

令和６年流山市議会第２回定例会において、本委員会に付託された事件は、

審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告

します。  

記 

番 号 件 名 審査結果 備 考 

請 願 第 １ 号  
高齢者の補聴器購入費助成を求める請願

書  
採 択 全 会 一 致 

陳 情 第 ５ 号  
流山市における公立幼児教育施設の存続

を求める陳情書  
採 択 ４ 対 ２ 
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令和６年６月１９日  

 

 

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  

 

都市建設委員長  笠原  久恵      

 

都 市 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 

令和６年流山市議会第２回定例会において、本委員会に付託された事件は、

審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告

します。  

記 

番 号 件 名 審査結果 備 考 

議 案 第 ３ ７ 号  
流山市南流山駅周辺地区まちなみづく

りの促進に関する条例の制定について  
可 決 ５ 対 １  

議 案 第 ３ ８ 号  市道路線の認定について  可 決 全 会 一 致 

議 案 第 ３ ９ 号  市道路線の廃止について  可 決 全 会 一 致 

議 案 第 ４ ０ 号  

常磐線北小金・南柏間名都借跨線橋の

道路拡幅改良工事の施行の委託に関す

る協定の変更について  

可 決 全 会 一 致 

陳 情 第 ４ 号  

第１項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
不 採 択 １ 対 ５ 

陳 情 第 ４ 号  

第２項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
不 採 択 １ 対 ５ 

陳 情 第 ４ 号  

第３項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
不 採 択 １ 対 ５ 

陳 情 第 ４ 号  

第４項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
不 採 択 １ 対 ５ 

陳 情 第 ４ 号  

第５項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
不 採 択 １ 対 ５ 

陳 情 第 ４ 号  

第６項  

運河駅西口周辺歩道の危険個所解消へ

の陳情書  
採 択  全 会 一 致  
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発議第  １１  号  

 

 

東葛北部地域における周産期医療体制の拡充を求める意見書に

ついて  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

令和６年６月２６日提出  

        提出者  

流山市議会議員  おだぎり  たかし  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  乾  えり  

〃     高橋  あきら  

〃     植田  和子  
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東葛北部地域における周産期医療体制の拡充を求める意見書  

 

 本格的な高齢社会を迎える一方、厚生労働省が発表した人口動態統計

によれば、２０２２年の出生数は８０万人を割り、少子化傾向はより深

刻化している。今こそ次世代の若者が、安心して子どもを出産し、健や

かに育んでいける環境整備の充実を図ることが社会全体に求められてい

る。  

しかし出生数約１万人余となる東葛北部地域では、松戸市立総合医療

センターが高度で専門的な医療と生活の場を効率的に提供しているもの

の、ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）は１８床しかなく、本来「国の

周産期医療の体制構築に係る指針」（出生数１万人あたり２５床から  

３０床のＮＩＣＵが必要）から見れば不十分な状況である。また一般的

な小児科医療の提供以外に、新生児に対する専門的な外科や脳外科的な

処置も必要となるうえ、３６５日２４時間の体制確保・継続が課題とな

っている。  

松戸市立総合医療センターでは、ＮＩＣＵ病床の不足を隣接されたＧ

ＣＵ（新生児回復室）２４床で補っているものの、年間ほぼ満床傾向が

続いており、医療体制の充実にむけた政治の役割が期待されている。  

そこで国・県に対し、安心できる周産期医療体制を東葛北部地域に確

立するため、以下のことを要望する。  

記  

１  今年２月８日、管内の５市医師会長連名で陳情書が千葉県に提出さ

れており、喫緊の課題解決に向けた取り組みを行うこと。  

２  妊産婦及び乳児の救急受け入れ態勢に支障が生じていることからも、

松戸市立総合医療センターＮＩＣＵ病床のさらなる増床を図ること。  

３  周産期医療における医療スタッフ体制の維持・充足を図るため、取

り組みを強めること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２４年６月２６日  

 

衆議院議長      額賀  福志郎  様  

参議院議長      尾辻  秀久   様  

内閣総理大臣     岸田  文雄   様  

財務大臣       鈴木  俊一   様  

厚生労働大臣     武見  敬三   様  

内閣府特命担当大臣  加藤  鮎子   様  

（こども政策）  

内閣官房長官     林   芳正   様  

千葉県知事      熊谷  俊人   様  

千葉県流山市議会   
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発議第  １２  号  

 

 

東葛北部地域における小児救急体制の拡充を求める意見書につい  

て  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

令和６年６月２６日提出  

        提出者  

流山市議会議員  おだぎり  たかし  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  小沢  えみり  

〃     乾  えり  

〃     高橋  あきら  

〃     植田  和子  
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東葛北部地域における小児救急体制の拡充を求める意見書  

 

 ２０２２年の出生数は８０万人を割り、少子化傾向はより深刻化して

いる今、次世代の若者が、安心して子どもを出産し、健やかに育んでい

ける環境整備の充実を図ることが求められている。  

東葛北部地域では、１次、２次及び３次の小児救急医療体制の確保・

維持に向け、各自治体で尽力しているものの、小児科医の医師偏在指数

は全国順位が２５４位と、相対的医師少数区域となっている。また常態

化している小児医療経営の困難さに加え、医師の働き方改革も始まり、

年少人口が１７万人余に対する、小児救急医療体制は大変憂慮しなけれ

ばならない。そこで、国及び千葉県に以下、要望する。  

記  

１  小児医療と、とりわけ小児救急医療が不採算部門である実態を十分

考慮し、安定して専門性の高い医療が提供できるよう診療報酬や処遇

の改善を図ること。  

２  今年２月８日、東葛北部地域の５市医師長会連名で陳情書を千葉県

に提出しているように１次、２次、３次の小児救急医療体制の維持・

充実へ実態に即した支援を図ること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 

 ２０２４年６月２６日  

 

衆議院議長      額賀  福志郎  様  

参議院議長      尾辻  秀久   様  

内閣総理大臣     岸田  文雄   様  

財務大臣       鈴木  俊一   様  

厚生労働大臣     武見  敬三   様  

内閣府特命担当大臣  加藤  鮎子   様  

（こども政策）  

内閣官房長官     林   芳正   様  

千葉県知事      熊谷  俊人   様  

千葉県流山市議会    
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発議第  １３  号  

 

 

生活保護制度を改善し、酷暑から命と健康を守る取り組みを求め  

る意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

令和６年６月２６日提出  

         提出者  

流山市議会議員  植田  和子  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  川本  大岳  

〃     乾  えり  

〃     高橋  あきら  

〃     おだぎり たかし 
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生活保護制度を改善し、酷暑から命と健康を守る取り組みを求める意

見書  

 

 生活保護制度の運用において、エアコンの使用は認められているもの

の、電気代や物価高騰の下、扶助費内での電気代の捻出は非常に困難を

極め、多くの保護世帯ではエアコンはあっても、稼働させられない日々

を強いられている。  

昨今、気候変動の影響を受け、日本全国で夏の暑さがより厳しさを増

しており、毎年、全国的に熱中症による救急搬送や死亡事例が発生して

いる。全国市長会は「保健福祉施策に関する提言」の中で、生活保護制

度について、「生活保護受給者の健康及び最低限度の生活を維持するため、

夏季の冷房器具使用にかかる電気料金相当分を扶助する「夏季加算」を

創設すること」を求めている。  

よって国に対し、生活保護制度に電気料金相当分を扶助する「夏季加

算」を創設することを要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２４年６月２６日  

 

衆議院議長   額賀  福志郎  様  

参議院議長   尾辻  秀久   様  

内閣総理大臣  岸田  文雄   様  

財務大臣    鈴木  俊一   様  

厚生労働大臣  武見  敬三   様  

千葉県流山市議会    
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発議第  １４  号  

 

 

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）対策の推進を求める意見書につい  

て  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

令和６年６月２６日提出  

         提出者  

流山市議会議員  高橋  あきら  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  乾  えり  

〃     植田  和子  

〃     おだぎり たかし 
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有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）対策の推進を求める意見書  

 

 有機フッ素化合物（以下、ＰＦＡＳ）であるペルフルオロオクタンス

ルホン酸（ＰＦＯＳ）とペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）は、環境

中で分解されにくく高い蓄積性があることから、発がん性が疑われ、国

内外において製造、使用等が規制されている。  

しかしながら、近隣市を含め河川や井戸水からＰＦＡＳが検出される

事例が全国的に報じられている。飲料水に含まれるＰＦＡＳの「生涯健

康勧告値」については、米国の環境保護庁等と厚生労働省との基準値に

大きな乖離がある。  

このような数字的違いや不安を払拭するため、政府に対し下記事項に

ついて強く要望する。  

記  

１  ＰＦＡＳに対する最新の科学的知見等を踏まえ、健康影響及び環境

に関する評価手法を明確にし、速やかな情報提供と必要な支援を行う

こと。  

２  水質及び血液中のＰＦＡＳについては、法定基準値の設定や地下水

の濃度低減に向けた対策等を示し、必要な支援を行うこと。  

３  ＰＦＡＳの汚染原因を調査・究明し、適切な対策を速やかに講じる

こと。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２４年６月２６日  

 

衆議院議長   額賀  福志郎  様  

参議院議長   尾辻  秀久   様  

内閣総理大臣  岸田  文雄   様  

厚生労働大臣  武見  敬三   様  

環境大臣    伊藤  信太郎  様  

千葉県流山市議会   
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発議第  １５  号  

 

 

ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求める意見書について  

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規

定により提出します。  

令和６年６月２６日提出  

         提出者  

流山市議会議員  乾  えり  

 

 

 

賛成者  

流山市議会議員  高橋  あきら  

〃     植田  和子  

〃     おだぎり たかし 
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ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求める意見書  

 

 東京都産業労 働局の「就活等 セクハラ防止の 取組」では、い まだ  

７１．９％の企業で就活ハラスメント予防の取り組みが実施されていな

いことがわかった。また今年６月発表された「就活ハラスメントの実態

調査」では、「就活で違和感や不快、やめてほしいと感じた言動を受けた

学生の割合」が４１％にも上った。数字で表せば２，６５０人の対象者

のうち、１，０９３人に上っており、法令での取り組み強化が待たれて

いる。  

職場でのセクハラやパワハラなどハラスメント行為を禁じる初めての

国際労働機関（ＩＬＯ）条約は、２０１９年総会で日本政府を含めて９

割超の賛成で採択され、２１年６月発効した。今条約は、ハラスメント

を「身体的、精神的、性的、経済的危害を引き起こす行為と慣行」など

と定義し、それらを「法的に禁止する」と明記している。また労働者だ

けでなく、求職中の学生やフリーランスなども保護の対象としている。  

いっぽう日本政府は、現時点で条例批准にはいたっていない。またハ

ラスメントを防ぐ国内の現行法令では、大企業にパワハラ相談窓口の設

置などが義務付けられるものの、禁止規定はなく、かつ就活生やインタ

ーンなどは被害者として法律に明記されていない。  

 そこで政府や関係機関に対し、ＩＬＯハラスメント禁止条約を早期批

准し、国内法の整備に着手することを強く求める。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 

 ２０２４年６月２６日  

 

衆議院議長   額賀  福志郎  様  

参議院議長   尾辻  秀久   様  

内閣総理大臣  岸田  文雄   様  

総務大臣    松本  剛明   様  

厚生労働大臣  武見  敬三   様  

経済産業大臣  齋藤  健    様  

内閣官房長官  林   芳正   様  

千葉県流山市議会   
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R6.6.26

(会議規則第７６条第１項）

(会議規則第１６条）

休憩について、議員は動議提出権を持ち、議長もまた議事整理権に基づき休憩の宣告権を持っている。

２人以上の賛
成者がない場
合

休憩動議不成立 議事に戻る

起立少数

本会議における休憩発言時の議事運営フロー

動議が否決
議事に戻る

（動議が成立した場合は、議長は
これを議題とする義務がある。ま
た、議長が自らの判断で休憩する
ことも可能。）

休憩動議
２人以上の賛
成者の確認

異議がない
場合

動議が可決
暫時休憩

起立多数
動議が可決
暫時休憩

異議がある
場合

異議があるた
め
起立採決

２人以上の賛
成者がある場
合

休憩動議成立
休憩動議を議
題として諮る



令和６年　月　　日提出

月　日 曜日 内　　　　　　　容 月　日 曜日 内　　　　　　　容

８月  本会議　午後１時開議 １１日 水 　　休　　会　（都市建設常任委員会）

 １　会議録署名議員の指名 １２日 木 　　休　　会　（総務常任委員会）

 ２　会期の決定 １３日 金

２９日  ３　議案第　　号から議案第　　号 １４日 土

　　 報告第　　号から報告第　　号 １５日 日

　（議案上程・提案理由説明及び報告) １６日 月

 ４　休会の件 １７日 火 　  休　　会　（決算審査特別委員会）

３０日 金 １８日 水 　  休　　会　（決算審査特別委員会）

３１日 土 １９日 木 　　休　　会　（決算審査特別委員会）

９月 ２０日 金

１日 ２１日 土

２日 月 ２２日 日

 本会議　午前１０時開議 ２３日 月

 １　市政に関する一般質問 ２４日 火 　  休　　会　（決算審査特別委員会）

 本会議　午前１０時開議 ２５日 水

 １　市政に関する一般質問 ２６日 木

 本会議　午前１０時開議 ２７日 金

 １　市政に関する一般質問 ２８日 土

 本会議　午前１０時開議 ２９日 日

 １　市政に関する一般質問 ３０日 月   　休　　会　（※決算審査特別委員会）

 ２　議案第　　号から議案第　　号 １０月

　（質疑・委員会付託） １日

 ３　議案第　　号  本会議　午後１時開議

（質疑･特別委員会設置･委員会付託・委員の選任）  １　議案・請願・陳情

 ４　請願・陳情の件 　（委員長報告・質疑・討論・採決）

 ５　休会の件  ２　議案

７日 土 　（委員長報告・質疑・討論・採決）

８日 日  ３　発議上程

９日 月 　　休　　会　（教育福祉常任委員会） 　（提案理由説明・質疑・討論・採決）

１０日 火 　　休　　会　（市民経済常任委員会）  ４　所管事務の継続調査の件

（注）※は議会内による指摘要望事項協議日

　　休　　会　（総合調整）

　　休　　会　（総合調整）

日

８月１９日（月）　請願・陳情締切【～午後５時】
８月２０日（火）　全議員に対する議案説明会、全員協議会【午前１０時～】
８月２２日（木）　令和６年第３回定例会招集告示
８月２３日（金）　一般質問通告受付【午前８時３０分～午後５時１５分】
８月２６日（月）　一般質問通告受付【午前８時３０分～正午】
８月２７日（火）　議会運営委員会【午前１０時～】
９月  ６日（金）　議会運営委員会【午前９時～】
９月２６日（木）　決算審査特別委員会指摘要望事項提出期限【正午】
９月３０日（月）　決算審査特別委員会（指摘要望議会全体の合意事項決定）【午後１時３０分～】
１０月２日（水）　議会運営委員会【午前１０時～】

　　休　　会　（議案研究）

　  休　　会　（議案研究）

火

水２日

５日

　  休　　会　（議案研究）

金

木

６日

　　令和６年流山市議会第３回定例会会期日程表（案）

火

水４日

３日

　　休　会　（議案研究）

木
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